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１ はじめに 

太陽光発電施設の設置に係る三重県環境影響評価条例（以下「条例」という。）

の適用対象の拡大については、国の動向を注視し三重県環境審議会で検討を進

めることとし、令和７年 12 月 25 日、三重県環境審議会に諮問し、環境影響評価

部会（以下「部会」という。）の設置が承認されました。 

令和７年 12 月 23 日に閣議決定された「大規模太陽光発電事業（メガソーラ

ー）に関する対策パッケージ」では、環境影響評価法の対象となる太陽光発電施

設の規模の見直し及び実効性強化が打ち出され、国においては、令和８年１月 26

日から、太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討が行われています。

 

２ 検討状況 

（１）検討に向けた取組概要 

令和８年２月 20 日に、「第１回三重県環境審議会環境影響評価部会」を開催

し、表 1 の部会委員により調査・検討を行いました。 

 

表１ 三重県環境審議会 環境影響評価部会委員名簿（五十音順、敬称略） 

氏 名 所属・役職 

大八木
お お や ぎ

 麻
ま

希
き

 四日市大学環境情報学部 教授 

田代
た し ろ

 むつみ 名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻 講師 

塚田
つ か だ

 森生
も り お

 三重大学大学院生物資源学研究科 教授 

水谷
みずたに

 知生
と も お

 奈良県立大学地域創造学部 教授 
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（２）環境影響評価部会での検討課題 

部会においては、検討の背景や目的、三重県の太陽光発電施設に関する状況、 

国の動向等とともに、以下の内容が課題として示されました。

＜課題＞ 

 

※特別地域とは、国立公園、国定公園、三重県立自然公園の区域のうち特別地域及び海

域公園地区、又は三重県自然環境保全地域の区域のうち特別地区をいう。 

 

（３）環境影響評価部会での検討結果 

これらの課題に対して、以下の２つの方向性（案）が示され、部会として方向

性（案）は妥当であると判断しました。 

＜方向性（案）＞ 
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 そのほか委員からは、次のような意見がありました。 

＜主な意見＞ 

 

 

３ 検討経過及び今後のスケジュール 

 検討経過及び今後のスケジュールは表２及び表３のとおりです。 

 

表２ 検討経過 

時 期 経過 

令和７年１２月２５日 
三重県環境審議会へ諮問 

三重県環境審議会環境影響評価部会の設置 

令和８年 ２月２０日 三重県環境審議会環境影響評価部会（第１回） 

令和８年 ３月１２日  三重県環境審議会 改正の方向性（案） 

 

表３ 今後のスケジュール（予定） 

時 期 経過 

令和８年 ４月以降 パブリックコメント、市町等への意見照会 

 

夏頃 
三重県環境審議会環境影響評価部会（第２回） 

三重県環境審議会 具体的な改正内容（案） 

三重県環境審議会から答申 

１０月頃  改正施行規則公布 

 


